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この重要事項説明書は、神奈川県立中井やまゆり園（以下、「当事業所」という。）へ、短期入所

サービスの利用契約を申し込まれた方に対し、社会福祉法第 76 条及び第 77 条の規定に基づき、当

事業所の概要や提供サービスの内容等について説明し交付するものです。 

なお、以下に記す「利用者」とは、短期入所サービスを利用する方又は児童をいいます。 

 

１ 利用施設 

名    称 神奈川県立中井やまゆり園 

所  在  地 神奈川県足柄上郡中井町境 218  

施  設  長 

（管理者） 
井上 一（いのうえ はじめ） 

施設の種類 短期入所（令和６年 10月 1日 事業所番号 1411400011） 

電 話 番 号 0465－81－0288 ファックス 0465－81－3703 

電子メール nakaya.1356.tiikisien@pref.kanagawa.lg.jp 

ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/a4b/cnt/f5889/ 

目    的 利用者の福祉を図ることを目的として、援助と必要な保護を行う。 

運 営 方 針 神奈川県立中井やまゆり園短期入所事業運営規程第２条のとおり    

開設年月日 昭和 47年 4月 1日 

利 用 定 員 
（１） 短期入所定員 18 名 

（２） 上記のほか、併設本体施設に空室があった場合には、短期入所に利用します。 

設 置 者  
神奈川県知事       

神奈川県横浜市中区日本大通 1  045－210－1111（代） 

併 設 施 設  

神奈川県立中井やまゆり園（障害者支援施設） 

 令和２年 4月 1日指定  事業所番号 1411400011 

 入所定員 122名 

 

２ 短期入所サービスの提供地域 

  原則として、小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡及び当事業所に隣接する市町に居住する

方を対象とします。 

  送迎は行いません。 

 

３ 事業所の概要 

（１）居住スペース 

ア 居 室 

 室  数 

個 室 7 

2 人 部 屋 12 

※ 上記のうち、18名分を短期入所サービスに利用します。 
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 （併設本体施設の居室） 

 室  数 備    考 

個 室  69 （5室×2ホーム）×6寮＋（4室×2 ホーム＋1室）×1寮 

2 人 部 屋  36 3室×2ホーム×6寮 

合 計 105  

※ 併設本体施設を利用した短期入所については、アに掲げる居室のいずれかを利用します。 

 

イ 居室以外 

 室  数 備    考 

食 堂  7 1室×7寮 

デ イ ル ー ム 14 1室×2ホーム×7寮 

ト イ レ 14 同上 

洗 面 所 14 同上 

浴 室  7 1室×7寮 

静 養 室  6 1室×6寮 

※ 居住棟の食堂、デイルーム、廊下に利用者の事故発生時に原因を確認するためのカメラを設

置しています。 

（２）居住スペース以外の主な設備 

 数 備     考 

医 療 棟 
神奈川県立中井 

やまゆり園診療所 

診 察 室 3 内科・精神科診察室、歯科室 

処 置 室 1  

薬    局 1  

静 養 室 1  

地域サービス棟 

地域ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ室 1  

相  談  室 1  

心  理  室 2  

ﾌ ﾟ ﾚ ｲ ﾙ ｰ ﾑ  1  

特 殊 浴 室 1  

理  容  室 1  

ト イ レ 3  

作  業  室 3  

作 業 棟 
作  業  室 3  

ト イ レ 5  

講   堂 1  

自活訓練棟 1 
個室 4室、トイレ 1、浴室 1、洗面所 1、リビ

ング 1、キッチン 1 

運 動 場 1  

 

４ 職員の配置状況 

（１）職員数 

短期入所サービスの利用定員と併設本体施設の入所定員を合算した定員数に対して必要な職

員数を配置しています。 

か所 

棟 

室 
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                     （令和７年４月１日現在） 

職   種 常勤（週 38.75時間） 非常勤（左記以外） 

園 長 

（ 管 理 者 ） 
1         

副 園 長 2         

生 活 支 援 部 長 

（ 副 園 長 兼 務 ） 
（1）         

サ―ビス管理責任者 9         

生 活 支 援 員 102 26 

ケ ー ス ワ ー カ ー 2  

心 理 職 2  

医 師 ・ 歯 科 医 師  6 

看 護 師 4 2 

歯 科 衛 生 士  1 

管理栄養士・栄養士 1 2 

調 理 員 8 3 

管 理 課 職 員 6 2 

そ の 他 7 3 

 

                             

（２）主な職種の勤務体制 

職 種 勤務体制 職   種 勤務体制 

園      長 

（管 理 者） 

副 園 長 

生 活 支 援 部 長 

管 理 栄 養 士 

管 理 課 職 員 

日勤  8：30～17：15 

医 師 

内科 精神科 歯科 
整形外科 皮膚科 

診療日 月～金 

看 護 師 

早番  7：30～16：15 

日勤  8：30～17：15 

遅番  10：30～19：15 

生 活 支 援 員 

早番  6：30～15：15 

日勤  8：30～17：15 

遅番 12：15～21：00 

夜勤 17：45～翌 6：45 

調 理 員 
早番   6：00～14：45 

遅番 10：45～19：30 

警 備 員 
日勤   8:30～17：15 

宿直  17:15～翌 8：30 

＊ 短期入所サービスの利用日の協議等につきましては、8:30～17:15 の時間内にお願いします。

（月～金曜日に限る。ただし、国民の休日及び年末年始は除く。） 

 

５ 提供サービスと利用料金 

 

提供サービスと利用料金の関係は次表のとおりです。 

提供サービスの種類 内容 利用料金 

（１）介護給付サービス 次の（１）に記載のとおり 市町村の定めた利用者負担額 

（２）介護給付外サービス 食費、光熱水費等 知事が定める額 
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（１） 介護給付サービス 

次のサービスについては、介護給付費が支給されます。市町村が定めた利用者負担額を支払

ってください。なお、法定代理受領（介護給付費の額を、事業所が市町村から代理して受領す

ること）を行わない場合は、介護給付費相当額を併せて支払ってください。 

 

ア 日常生活支援 

入    浴 

週３回以上行い、できる限り自立して清潔保持が可能となるよう支援します。

また、健康状態等により入浴が困難な場合には、清拭等を適宜実施します。な

お、当事業所の通常の入浴時間以外に短期入所サービスを利用した場合は、入

浴を行いません。 

排    泄 
清潔で快適なトイレの環境を保ち、利用者の状況に応じた適切な排泄を支援し

ます。また、排泄が未自立な利用者については、自立に向けた支援を行います。 

睡    眠 利用者の睡眠の状況に配慮し、静かな環境のなかで休めるように支援します。 

整    容 
個性と好みを尊重し、身だしなみを整えます。また、季節・気候に合わせて適

切に衣類を調節します。 

 

イ 健康管理及び受診の支援 

健 康 管 理 
医師、看護師及び生活支援員が協力して利用者の健康管理、疾病の予防を行い

ます。 

受 診 の 支 援  

応急的に医療を要する場合には、当事業所内の診療所への受診を支援します。

また、必要に応じて事業所外の医療機関への通院を支援します（ただし、遠隔

地は除きます）。 

〈当施設に併設する医療機関〉 

⚫ 神奈川県立中井やまゆり園診療所 

［診療科目］内科、精神科、整形外科、皮膚科、歯科 ［診療日］月～金 

〈協力医療機関〉 

⚫ 神奈川県立足柄上病院（足柄上郡松田町松田惣領 866－1） 

※ 上記以外の医療機関への通院も必要に応じて支援します。傷病の状態に

適した診療科目、利用者の意向、利便性等を総合的に判断して適切な医療

機関を選定します。 

 

ウ 社会生活支援 

日 中 活 動 室内作業、園内外での歩行、機能訓練、リラクゼーション等を行います。 

余 暇 活 動 
○ 夏祭り・やまゆり祭等年間計画に基づいた行事を実施します。 

○ 個々の状況や希望に沿ったレクリエーション等の提供に努めます。 

 

エ その他 

介護給付費支

給申請の援助 

介護給付費の支給期間の終了に伴う支給申請について、必要な援助を行いま

す。 

相談及び援助 
利用者又は家族からの相談に懇切丁寧に対応し、必要な助言その他の援助を行

います。 

記 録 の 整 備 

上記施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、施設サービスを提供した日

から 5年間保存します。なお、利用者は、神奈川県個人情報の保護に関する法

律施行条例（令和４年 12月 23 日神奈川県条例第 63 号）の規定により、自己

情報の開示を請求することができます。 
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（２） 介護給付費外サービス 

ア 利用者の希望により、短期入所サービスの利用期間中に以下の食事サービスを提供します。

食事サービスの利用にあたっては、エに記載の利用料金を支払ってください。 

   

イ 短期入所サービスの利用にあたっては、利用期間に応じた光熱水費として、エに記載の利用料

金を支払ってください。 

 

 ウ 嗜好品、趣味の物品、私物のクリーニング代、理美容代等については利用者が購入又は支払い

をしてください。また、特別な日用品など、当園が利用者に提供するサービスの標準を超えた費

用についても、利用者が購入をしてください。なお、購入や支払いのお手伝いは行いますので、

職員に相談してください。 

 

エ 利用料金 

種類 金額 ※減免がある場合 

朝  食（１食あたり）  ４０５円 ２７３円 

昼  食（１食あたり） ５１４円 ３８２円 

夕  食（１食あたり） ５７１円 ４３７円 

宿泊を伴う利用の光熱水費（１泊あたり） ３３５円 

嗜好品、趣味の物品、私物のクリーニング代、

理美容代、特別な日用品など 
実費 

  ※減免がある場合 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第１７条第１項第２

号から第４号に該当する者又は利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者の地方税法の

規定による市町村民税を合算した額が１６万円未満である者のうち、昼間実施サービスのみ

を利用する利用者及び短期入所利用者に係る利用者食の給食費 

 

（３）医療費自己負担金 

短期入所サービス中に、体調等に異常を来たし、当園診療所に受診した場合は、医療費自己

負担金を支払ってください。 

 

（４）利用料金の支払方法 

利用料金は、原則、利用月の翌々月に請求します。利用者は、請求額を、指定する期限までに支

払ってください。ただし、月の初日又は中途で退所した場合等については、当該月中に利用料金

を請求する場合があります。 

 

 

 

食   事 

 

 

○ 利用者の身体の状況及び嗜好に考慮して献立、調理します。 

○ 選択メニュー等さまざまな工夫により、利用者の希望に沿った食事の提

供に努めます。 

○ 食事時間（次の時間帯で個々の状況に応じて召し上がっていただきま

す。） 

   朝食  ８：００～ ９：００ 

   昼食 １２：００～１３：００ 

   夕食 １８：００～１９：００ 
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請求は納入通知書により通知しますので、神奈川県内の指定する金融機関で納付してください。 

なお、利用料金の支払いを 3か月以上遅延し、督促によっても支払わない場合、この契約を解

除すること、または今後の短期入所サービスの利用をお断りすることがあります。 

 

６ 苦情の受付について 

当事業所が提供した短期入所サービスに関する苦情は、次の窓口に申し出ることができます。 

事業所内

の苦情受

付 

苦情受付 

苦情受付担当者 生活支援部長 

 鈴木 千秋（すずき ちあき） 

※ 苦情解決責任者は、園長です。 

※ 寮職員等へ申し出ることもできます。 

第三者委員 

柴田 和生（しばた かずお） 様 

社会福祉法人 県西福祉会 理事長 

電話 ０４６５－７３－５５４０ 

宮永 耕（みやなが こう）様 

東海大学 総合教育センター 

電話 ０４６３－５８－１２１１（代表） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ k-myng@tokai.ac.jp 

※ 園内に苦情受付ポストも設置しています。 

かながわ福祉サービス 

運営適正化委員会 

（電  話）０４５－３１１－８８６１ 

（F A X）０４５－３１２－６３０２ 

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）tekisei@knsyk.jp 

 

７ 利用者の人権の擁護について 

  施設は、利用者の権利擁護、虐待防止等を推進するため、次の措置を講じます。 

（１）園長を虐待の防止に関する責任者とする。 

（２）職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

 

 

 

 

 

 

◎ 納付できる金融機関は次のとおりです。           
 

神奈川県内に本支店のある 
 
○銀行（ゆうちょ銀行を除く）、信託銀行、信用金庫、信用組合 
 
○神奈川県内の農業協同組合 
 
○中央労働金庫 
神奈川県信用農業協同組合連合会 

 
（全国の店舗で納付できますが、金融機関の事情により、一部納付できない店舗もございま
す。） 

mailto:k-myng@tokai.ac.jp
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８ オンブズパーソン 

 当事業所は、利用者や家族の相談に適切に応じるため、オンブズパーソン制度を導入していま

す。オンブズパーソンは、必要に応じて事業所に対して、改善勧告や提言を行います。オンブズパ

ーソンへ相談したい場合は、職員へ申し出てください。また、電話や手紙でも相談できます。 

オンブズパーソンの組織 KWネットワーク 

オンブズパーソン氏名 
橘田 直美（きった なおみ）様 

坂井 房江（さかい ふさえ）様 

オンブズパーソン来園日 園内に掲示 

連絡先（オンブズパーソン事務局） 

社会福祉法人 宝安寺社会事業部 

ほうあん第一しおん 

電話 ０４６５－２９－０１４６ 

 

９ 第三者評価 

当事業所は、事業の透明性を確保し、サービスの質の向上を図るため、第三者評価を受審して

います。 

 

直近の受審年月日 平成 29年 9月～平成 30年 2月 

評価機関名 株式会社 ケアシステムズ 

評価結果の開示状況 
園内に掲示、神奈川県社会福祉協議会のホームページに

掲載 

 

１０ 利用者の記録及び情報の管理  

（１） 利用者の個人情報（園内に設置してあるカメラの映像を含みます。）については、個人情報

保護法に沿った対応をします。但し、関係機関等から情報提供を要請された場合は、利用者

の同意（別紙「個人情報の第三者提供に関する同意書」）に基づき情報提供を致します。 

（２） 原則、本人又は代理人若しくは代行人（家族等）の同意を得ずに第三者に提供することはあ

りません。 

 

１１ 非常災害時の対策  

  

 非常時の対応 別途定める「神奈川県立中井やまゆり園消防計画」により対応します。 

平常時の訓練 
別途定める「神奈川県立中井やまゆり園消防計画」により避難、防災

訓練を実施します。 

防火設備 

・自動火災報知機 あり   ・スプリンクラ―設備   あり 

・誘導等     あり   ・ガス漏れ警報機     あり 

・非常通報装置  あり   ・非常用電源       あり 

・防火扉     あり   ・居室カ―テンは防炎性のものを使用 
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当事業所の概要や提供サービスの内容、その他重要事項について、この書面に基づき説明しました。 

 

令和  年  月  日 

 

  事 業 者       住   所  神奈川県足柄上郡中井町境 218 

 名   称  神奈川県立中井やまゆり園 

              説 明 者  サービス管理責任者 （       ） 

 

 

 

私は、当事業所の概要や提供サービスの内容、その他重要事項について、この書面に基づき説明

を受けました。 

  

令和  年  月  日 

 

 利 用 者        住   所   

              氏   名                   

 

         成年後見人等           住   所   

（家族等）         氏   名                   


